
アスベスト（石綿）対策の充実
【担当省庁】環境省

奈良県における取組

（１）石綿健康被害救済基金への拠出

「石綿による健康被害の救済に関する法律」により国からの要請があったた

め、健康被害を受けられた県民の救済を目的に、「石綿健康被害救済基金」

へ拠出。費用は広く事業主、国及び地方公共団体が全体で費用を負担する

こととなっている。奈良県は平成19年度から10年間で約2億円を拠出。

県民の健康不安への対応

（２）救済制度の広報、周知

石綿取扱い事業所周辺の住民が抱える不安を解消するため、石綿に関

する説明会を開催。（平成26年度～令和元年度）

アスベスト問題相談窓口を開設し、県民からの制度の相談及び案内を

実施。（平成17年度開設、現在までに700件を超える相談が寄せられてい

る）

事業者

○全事業主

※労働保険徴収システム
を活用

○一定の要件に該当する
事業主（石綿との関連が
深い事業主）から追加費
用を徴収

国

○平成17年度補正予算により
基金に拠出

○基金創設時の事務費 の
全額及び平成19年度以降は
事務費の1/2を負担

地方公共団体

○国の基金への費用負担の
1/4に相当する金額（92億円）を
平成19年度より10年間で基金
に拠出

○奈良県
平成19年度～平成28年度で
20,150千円/年×10年
＝201,500千円（※）を拠出済。
※拠出額は各都道府県における
中皮腫の発生状況及び人口を
勘案して算出

石綿健康被害救済基金



国にお願いすること

【県担当部局】 水循環・森林・景観環境部環境政策課

県民の健康不安への対応
（１）地方負担への配慮

本来、国の責任において行うべき被害者救済のための 「石綿健康被害

救済基金」への拠出金については、奈良県では拠出を完了していることか

ら、更なる負担を求めないこと。

（２）救済制度の広報充実

奈良県が実施した石綿に関する

説明会で、「石綿健康被害救済制度」

の不知による給付金請求の相談事

例が見受けられたことから、潜在的

に給付金未請求の事例が存在する

と考えられる。

中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後、発病することが多いとさ

れているため、今後も患者数が増大することが予想されることから、国にお

いても「石綿健康被害救済制度」について、更なる広報（テレビ、ラジオ、新

聞等）の充実を図られたい。

約35年前後に発症の可能性。
患者数の増大が予想される。

ERCA HP（石綿輸入量と中皮腫発生動向）データに追記
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石綿健康被害救済基金への拠出額及び支給額

の推移（単位：億円）
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※都道府県の拠出は平成28年度に完了。国及び事業者の拠出は継続。


